
第

二

千

五

百

八

十

四

号

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

六
〇
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
土
木
事
務
所
長
印
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

建
設
政
策
課)

六
〇
一

公

示

○
届
出
受
理
事
務
の
委
任

(

生
活
衛
生
課)

六
〇
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る

概
要
等

(
農
地
整
備
課)

六
〇
三

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

同

)

六
〇
三

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

六
〇
三

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
七
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
の
表
宿
日
直
業
務
専
門
職
の
項
中

｢

九
、
〇
五
〇
円｣

を

｢

九
、
二
〇
〇
円｣

に
、

｢

五
、
六
五
〇
円｣

を｢

五
、
七
五
〇
円｣

に
、｢

三
、
六
五
〇
円｣

を｢

三
、
七
〇
〇
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

土
木
事
務
所
長
印
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成26年９月26日 岐 阜 県 公 報 第２５８４号( 601 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日



上
宝
調
理
師
会

神
岡
調
理
師
会

南
吉
城
調
理
師
会

高
山
調
理
師
会

益
田
調
理
師
会

中
津
川
調
理
師
会

恵
那
調
理
師
協
会

多
治
見
調
理
師
協
会

郡
上
調
理
師
会

可
茂
調
理
師
協
会

中
濃
調
理
師
会

揖
斐
本
巣
調
理
師
協
会

養
老
調
理
師
協
会

海
津
市
調
理
師
協
会

西
濃
調
理
師
協
会

羽
島
調
理
師
協
会

伊
奈
波
調
理
師
協
会

岐
阜
市
調
理
師
連
合
会

名

称

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
一
重
ケ
根
一
四
七
七
番
地

飛�
市
神
岡
町
東
町
三
七
八
番
地

神
岡
商
工
会
議
所
内

飛�
市
古
川
町
片
原
町
六
番
地
の
一
三

高
山
市
上
一
之
町
六
六
番
地

下
呂
市
森
八
五
九
番
地
の
三
一

中
央
ビ
ル
二
階

中
津
川
市
高
山
一
一
八
〇
番
地
の
六

恵
那
市
長
島
町
中
野
四
〇
番
地
の
一

多
治
見
市
大
畑
町
二
丁
目
八
四
番
地

郡
上
市
八
幡
町
初
音
一
七
二
七
番
地
の
二

関
保
健
所
郡
上
セ
ン

タ
ー
内

可
児
市
今
渡
一
六
一
九
番
地
の
三
八
九

美
濃
市
生
櫛
一
六
一
二
番
地
の
二

関
保
健
所
内

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南
方
一
番
地
の
一

西
濃
保
健
所
揖
斐
セ
ン

タ
ー
内

養
老
郡
養
老
町
釜
段
六
九
九
番
地

海
津
市
平
田
町
三
郷
一
九
八
一
番
地
の
三

大
垣
市
江
崎
町
四
二
二
番
地
の
三

西
濃
保
健
所
内

各
務
原
市
那
加
不
動
丘
一
丁
目
一
番
地

岐
阜
保
健
所
内

各
務
原
市
那
加
不
動
丘
一
丁
目
一
番
地

岐
阜
保
健
所
内

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木
一
丁
目
三
五
番
地

所

在

地

一
６
及
び
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

可
茂
土
木
事
務
所

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

７

多
治
見
土
木
事
務
所

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

公

示

○
届
出
受
理
事
務
の
委
任

調
理
師
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号)

第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
調
理
師
業
務
従
事
者
届
出
受
理
事
務
を
委
任
し
た
の
で
、
調
理
師
法
施
行
令(

昭
和
三
十
三
年
政
令

第
三
百
三
号)

第
十
五
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
届
出
受
理
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
届
出
受
理
事
務
を
取
り
扱
う

事
務
所
の
所
在
地

１

指
定
届
出
受
理
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
調
理
師
連
合
会

所
在
地

岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
番
一
二
号

２

届
出
受
理
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地

二

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
届
出
受
理
事
務
の
範
囲

１

調
理
師
業
務
従
事
者
届
出
の
受
理
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県
営
中
山
間
地
域
総
合
整

備
事
業

事

業

の

種

類

揖
斐
川
北
部
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

揖

斐

川

町

役

場

縦

覧

場

所

白

川

地

区

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

施
行
に
係
る
地
区
名

平
成
二
六
・

九
・
二
六

同

・
一
〇
・
二
七

縦

覧

期

間

平
成
二
五
・

三
・
一
五

工
事
完
了
年
月
日

白

川

地

区

(

農

道

整

備

)

平
成
二
一
・

五
・
二
九

２

帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存

３

届
出
受
理
結
果
の
報
告

４

届
出
該
当
調
理
師
に
対
す
る
周
知
及
び
指
導

５

そ
の
他
届
出
受
理
事
務
の
実
施
に
必
要
な
事
務

三

届
出
受
理
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る
概
要
等

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
揖
斐
川
町
長
と
協
議
し
た
い
の
で
、
同
条
第

六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
庄
内
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
庄
内
川
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日
か
ら

同

二
十
七
年
三
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

多
治
見
市
及
び
土
岐
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
巣
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関
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本
巣
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

航
空
写
真
撮
影
、
写
真
地
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
八
日
か
ら

同

年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

四

作
業
地
域

本
巣
市
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平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


